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Ⅰ 大牟田市開発行為指導要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市における健全な都市環境の確保と良好な生活環境の整備を図り、

秩序ある市域の開発を期するため、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

「法」という。）に基づく開発行為及びそれに伴う公共施設等の設置の指導、協議

等に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１）開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行

う土地の区画形質の変更をいう。

（２）開発者とは、開発行為を行う者をいう。

（３）開発区域とは、開発行為を行う土地の区域をいう。

（４）公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用

に供する貯水施設をいう。

（５）公益施設とは、水道施設、集会所施設、清掃施設、教育施設その他市民生活の福祉

の増進に必要な施設をいう。

（６）公共施設等とは、公共施設及び公益施設をいう。

（適用範囲）

第３条 この要綱は、法第２９条の規定に基づき許可を受けなければならない開発行為に

ついて適用する。

（事前相談）

第４条 市長は、前条の規定により適用される開発行為について、開発者から事前に相談

を受けたときは、所要の指導及び助言に努めるものとする。

（事前協議）

第５条 開発者は、法第２９条に基づく許可申請を行う前に、あらかじめ市長及び関係行

政機関に申し出て、この要綱及び大牟田市開発行為事前協議要領に基づき協議しな

ければならない。

（利害関係者との調整）

第６条 開発者は、開発行為により開発区域の周辺に影響を及ぼすおそれのある場合には、

あらかじめ利害関係者と協議し、必要な調整を行わなければならない。

－１－



（工事の施工）

第７条 開発者は、開発行為に関する工事の施工に当たっては、関係法令及びこの要綱の

規定を遵守しなければならない。

２ 開発者は、開発行為に関する工事の施工に当たっては、付近住民及び公共施設等

に被害が生じないよう万全の措置を講じるとともに、被害が生じたときは、速やか

に管理者へ報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

（文化財等の保護）

第８条 開発者は、開発区域内における文化財等の存否及びその取扱いについて、市と協

議しなければならない。

（公共施設等の計画）

第９条 開発者は、開発区域における公共施設等の計画に当たっては、大牟田市公共施設

等設置基準に基づき計画しなければならない。

（公共施設等の工事の検査）

第１０条 開発者は、公共施設等の工事が完了したときは、市長に届け出るとともに、大

牟田市公共施設等引継要領に基づき、市長の完了検査を受けなければならない。工

事の施工中において検査の必要な場合についても同様とする。

２ 市長は、前項の完了検査の結果、当該工事に不備がないと認めたときは、開発者に

対し、公共施設等の工事完了検査済通知書を交付するものとする。

（公共施設等の引継）

第１１条 開発行為により設置された公共施設等は、大牟田市公共施設等引継要領に基づ

き、市に引き継ぐものとする。ただし、市と開発者との協議により別段の定めをし

たものについては、この限りでない。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

付則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行前に、既に事前協議を開始している開発行為については、この要綱

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

－２－



Ⅱ 大牟田市開発行為事前協議要領

（開発行為指導要綱第４条、第５条関係）

第１ 事前相談

開発者は、開発行為に関する設計上の注意、申請書類等の作成、事務処理の流れなどに

ついて、事前に相談を受けることができる。

事前相談は、関係担当課で行う。（別紙１参照）

第２ 事前協議

事前協議とは、関係法令及び公共施設等の構造や帰属等について協議指導を行う関係担

当課との協議であり、法第３２条に規定するものを含む協議である。事前協議は、様式１

に必要な図書を添付して行うものとする。

開発者は、開発行為の許可申請に先立ち、必ず事前協議を受けるものとする。

１ 提出先

建築住宅課へまとめて提出するものとする。関係担当課へは建築住宅課から配布す

る。ただし、消防本部予防課及び企業局上水道工務課へは直接提出するものとする。

各部局への提出先は、様式１の大牟田市長を以下のとおりとする。

・消防本部予防課：大牟田市消防長

・企業局上水道工務課：大牟田市企業管理者

２ 提出部数

関係担当課の数＋１部（建築住宅課分）とする（提出部数については、あらかじめ

建築住宅課に確認すること。）。

３ 提出図書

協議に必要な図書は、別紙２のとおりとする。ただし、関係担当課において、その

他必要な図書を要求されたときは、その指示に従うものとする。

４ 事前協議手続及び開発行為事務手続の流れ

別紙３、別紙４のとおり。

－３－



開発行為協議関係担当課一覧

別紙１

－４－

相 談 先 主 な 協 議 内 容

建 築 住 宅 課 開発行為に関する総合窓口、建築基準法に関すること。

都市計画・公園課 都市計画施設、公園施設、緑地、駐車場及び景観に関すること。

土 木 管 理 課
道路施設、法定外公共物、準用河川、普通河川、市街化区域内の水路及び

調整池に関すること。

企 業 局

下 水 道 建 設 課 下水道施設に関すること。

農 林 水 産 課 農業用道路及び市街化調整区域内の水路に関すること。

農 業 委 員 会 農地転用に関すること。

環 境 保 全 課 大気、水質、悪臭、騒音、振動、土壌及び自然環境に関すること。

環 境 業 務 課 清掃施設及び浄化槽に関すること。

産 業 振 興 課 工場の立地及び商業施設に関すること。

世界遺産・文化財室 文化財調査に関すること。

消 防 本 部

予 防 課 消防施設に関すること。

企 業 局

上 水 道 工 務 課 上水道施設に関すること。



別紙２ 事前協議提出図書一覧

○：必要 △：必要に応じて

－５－

提 出 先 各部局

関 係 担 当 課

必 要 図 書

建

築

住

宅

課

都
市
計
画･

公
園
課

土

木

管

理

課

企
業
局
下
水
道
建
設
課

農

林

水

産

課

農

業

委

員

会

環

境

保

全

課

環

境

業

務

課

産

業

振

興

課

世
界
遺
産
・
文
化
財
室

消

防

本

部

予

防

課

企
業
局
上
水
道
工
務
課

事前協議申請書（様式１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

設計説明書（様式２） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３２条協議書（県様式第４号の１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

付近見取図（排水経路記入） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現況図（1/1,000 以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土地利用計画図（1/1,000 以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

求積図（1/500 以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

造成計画平面図（1/1,000 以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

造成計画縦横断図（1/500 以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

排水施設計画平面図（1/500 以上） ○ ○ ○ ○ △

排水施設縦横断図（1/500 以上） ○ ○ ○ ○

給水施設計画平面図（1/500 以上） ○ ○ △ ○ ○

道路計画縦横断図（1/500 以上） ○ ○

道路構造図（1/50 以上） ○ ○

擁壁構造図（1/50 以上） ○ △ △ △ △

工作物構造図（1/50 以上） ○ △ △ △ △ △

公園・緑地詳細図 ○ ○

リサイクル集積施設詳細図 ○ △

調整池詳細図 ○ ○ △ △ △

流量計算書（水理計算書） ○ ○ △ △ △

流域図 ○ ○ △ △

調整池容量計算書 ○ ○ △ △

構造計算書 ○ △ ○ △ △ △

建 築 住 宅 課



別 紙 ３ 事前協議手続の流れ

注：消防本部予防課、企業局上水道

工務課は直接受付。

その他関係機関とは、別途協議。

申請者にて行う作業

市にて行う作業

－６－

設 計 図 書 作 成

事前協議書提出

道路・水路・民々境界確定

事前協議書（法第３２条）受付

建築住宅課

関係担当課へ配布

土木管理課・企業局下水道建設課・

農林水産課 ……その他

関係担当課回答（意見書）

建築住宅課へ

関係担当課にて審査

回答（意見書）送付

設計図書内容修正

関係担当課個別協議

対応書（変更図書）提出

対応書受付

建築住宅課

関係担当課へ配布

関係担当課にて審査

法第３２条協議・同意成立

ＮＯ

ＹＥＳ

現地調査・測量



別紙 ４ 開発行為事務手続の流れ

開発区域に法定外公共物

(市有財産)が含まれている場合

申請者にて行う作業

市にて行う作業

県都市計画課にて行う作業

－７－

原案設計図書作成 道路・水路・民々境界確定

事 前 相 談

現地調査・測量

用途廃止申

請

付替申請 事前協議書受付

（法第３２条）

設計図書内容修正

法第３２条協議・同意成立

開発許可申請書作成

（法第２９条）

市開発許可申請書受

付

市開発許可申請書進

達

県開発許可申請書受付

開発行為許可（法第２９条）

工 事 着 手 届

工 事 完 了 届

工事完了検査（法第３６条第１項）

工事完了公告（法第３６条第３項）

水路占用許可申請 水路管理者

放流同意許可申請 放流先管理者

地 元 の 同 意

市 申 請 書 受 付

市 同 意

売払処分

登記完了

道路接道同意 道路管理者

道路法第24条許可申請 道路管理者

国・県等法第３２条協議

消防・上水道・文化財事前協議



様式１

令和 年 月 日

大 牟 田 市 長 殿

協議者 住 所

氏 名

開発行為に関する事前協議（都市計画法第３２条に規定するものを含む。）について

今般、大牟田市 を開発するに当たり、関係図書を添えて協議します。

記

添 付 図 書

－８－

１ 設計説明書 （別紙）

２ 関係図書等 （別紙）



様式２ 設計者 住 所

設 計 説 明 書 氏 名

電話番号

注 １ 開発の目的欄には、予定建築物の用途等（戸建住宅、長屋住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場等）

を記入すること。

２ 基本方針欄には、計画上周辺地との関係や施工地の問題で特に注意した事項を記入すること。

３ 公益施設の整備計画欄には、都市計画法第２９条第１項第３号及び都市計画法施行令第２７条の公益

施設について記入すること。

４ 開発区域内の土地の現況及び土地利用計画について、開発区域を工区に分割したときは、工区別の内

訳表を添付すること。

－９－

１

設

計

の

方

針

開発の目的

基 本 方 針

２

地

域

地

区

等

ア 市 街 化 区 域

イ 市街化調整区域
用 途 地 域 等

そ の 他

３

開土

発地

区の

域現

内況

の

地 目 区 分 宅 地 農 地 山 林 池沼等 公有地 その他 合 計

面 積 (㎡)

比 率 (％)

４

土

地

利

用

計

画

区 分
建築物敷地 公 共 施 設 用 地

その他 合 計
一般宅地 公益施設用地 道 路 公 園 その他

面 積 (㎡)

比 率 (％)

５

公整

益備

施計

設画

の

公益施設の名称 敷 地 面 積 管 理 者 整備計画（建設時期等）

６

給

水

施

設

ア 公営水道

イ 簡易水道

ウ 専用水道

エ その他

７

消

防

水

利

施

設

ア 消火栓 基

イ 防火水槽 基

ウ その他

８

汚

水

処

理

施

設

ア 浄化槽

（個別、集合）

イ 公共下水道

９

燃

料

施

設

ア 都市ガス

イ 集中プロパン

ウ 個人燃料

予定戸数 戸 計画人口 人 人口密度 人/ｈａ

排水経路



Ⅲ 大牟田市公共施設等設置基準

（開発行為指導要綱第９条関係）

適用範囲

都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第３３条による開発許可の技術的基準については、

都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号)第２３条の２から第２９条の４まで、都市計画

法施行規則(昭和４４年建設省令第４９号)第２０条から第２７条の５まで及び福岡県都市計画

法に基づく開発行為等の審査基準に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。

第１ 道路

１ 道路の計画

開発区域内に設ける道路の計画、街区の設定等は、都市計画街路の設計を取り入れるとと

もに、開発区域外にある都市計画街路や、既存道路に開発区域内の道路を取り付ける場合で

あっても、取り付けられる道路と取り付ける道路の機能を阻害することなく、機能が有効に

発揮されるように設計されていること。

開発区域外に既存道路がある場合で、当該道路を延長し、又は当該道路に接続すること

が交通上当然に合理性があると考えられるときは、開発区域内だけのことを考えるにとど

まらず、当該道路との関連を考慮しなければならない。

２ 道路の構造

道路の構造については、原則として大牟田市市道の構造の基準に関する条例（平成２５年

大牟田市条例第６０号）による。

その他、下記について留意し設計を行うこと。

（１）福岡県県土整備部土木構造物標準設計を参考とし、道路管理者となる者と十分協議

すること。

（２）新設道路の舗装厚は、ＣＢＲ試験（３試料以上採取）を実施し決定すること。ただ

し、土質等の状況によってはＣＢＲ試験を省略できるものとし、この場合、設計ＣＢ

Ｒは３を使用し、下図により施工すること。なお、ＣＢＲ試験を省略する場合は予め

道路管理者と協議を行うこと。

（３）使用する材料について、コンクリートは、生コンクリート製造会社のJIS認証品を使

用すること。また、砕石等の骨材は再生材を使用すること。ただし再生材が不足し入

荷しない場合は新材を使用すること。

（４）二次製品の側溝を使用する場合は、防音型側溝を使用すること。

－１０－

表層工（密粒度アスコン）ｔ=５ｃｍ

上層路盤工（粒 度 調 整 砕 石）ｔ=１０ｃｍ

下層路盤工（再生クラッシャーラン）ｔ=１５ｃｍ



（５）側溝勾配は０．５％以上確保すること。

（６）現場打側溝ふた（連続）については、グレーチングふたを約１０メートルごとに１

箇所の割合で配置すること。

（７）グレーチングふたの仕様については、設計荷重２５トン対応とし、ボルト固定式と

すること。

（８）既設道路への接続について横断部分となる箇所は、既設側溝を横断型に改良するも

のとし、現場状況に応じて暗渠又はグレーチング(ボルト固定）式とすること。

（９）公共施設（道路、調整池等）と宅地等の構造物は縁切りすること。

（１０）造成に伴う盛土材等が公共施設（道路、調整池等）に流出しないよう対策を行う

こと。（分譲の際には、購入者に分譲地内の建築に伴い土砂が側溝内及び調整池へ流

出した時は、原因者で清掃するよう説明すること。）

（１１）開発区域内の電柱等は道路内に設置しないこと。（分譲の際には、購入者に道路

内への電柱移設は不可能であることを説明すること。）

（１２）安全施設（カーブミラー、交差点マーク、転落・飛出し防護さく等）の施設設置

については、別途道路管理者となる者と協議すること。

（１３）側溝の取付け箇所及び合流箇所は、詳細図を作成し事前協議時に添付すること。

（１４）橋りょう等を計画するときは、現地盤のＮ値を求め適正な支持くい等の設計を行

うこと。

（１５）公共施設となる擁壁・ボックスカルバート等については、構造計算書、必要地耐

力計算書を添付すること。また設置する箇所の地耐力が不足する場合は、支持くい等

の検討を行うこと。

（１６）公共施設となる二次製品については、すべて構造図（カタログ）を提出すること。

（１７）床版橋・排水施設構造物・道路付属構造物等は、福岡県県土整備部土木構造物標

準設計、大牟田市市道の構造の基準に関する条例、関係機関の基準書及び関連法規に

より設計すること。

（１８）大牟田市市道の構造の基準に関する条例の特例値は、原則として認めないものと

する。

（１９）設計に際し、不明な点があるときは、関係担当課と協議すること。

３ 管理用図書

市道となる施設がある場合は、道路台帳作成のため以下の図書を各２部提出すること。

・完成平面図（縮尺５００分の１）

・地番入り完成平面図

・排水施設完成平面図

・道路構造図

－１１－



なお、上記図書についてはＤＸＦデータのＣＤ等の提出に代えることが出来る。この場合、

レイヤー等は各施設が区別されているものとする。

第２ 公園

１ 公園等の配置計画

公園の配置計画に当たっては、景観及び緊急時の避難等を考慮し、地区住民が安全かつ有

効に利用できるように配置するものとし、この基準に定めるもののほか、大牟田市開発許可

に伴う公園等整備指導指針によるものとする。なお、電柱等の占用は、必要やむを得ない場

合を除き認めない。

２ 公園等の規模

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上のときは、表１に掲げる規模の公園等を設置するもの

とする。

表１ 公園等の規模

３ 工場、事業場等の緑化

予定建築物の用途が工場、事業場等の場合には、大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に

関する条例(平成１６年条例第１３号)に基づき、関係担当課と協議を行い緑化に努めなけれ

ばならない。

なお、緑化面積の算定に当たっては、工場、事業場等の緑化に関する要綱に規定する緑化

面積率算定基準により算定し、同要綱に規定する緑化面積率以上の緑化に努めるものとする。

また、関係図書の提出に当たっては、その算定根拠がわかるよう明示しなければならない。

４ 再開発型開発行為に関する公園等

再開発型開発行為については、平成１３年５月２日付け国土交通省総民発第９号国土交通

省総合政策局長通知「開発許可制度運用指針」記Ⅲ－５－２の（３）の①及び②を基準とす

る。

－１２－

開発区域の面積 公 園 の 面 積 等

0.3ha 以上 5ha 未満 開発区域面積の３％以上(緑地又は広場でもよい)。

5ha 以上 20ha 未満

開発区域面積の３％以上、１箇所300㎡以上であり、かつ、1,000

㎡以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合

は、公園、緑地又は広場)が１箇所以上あること。

20ha 以上

開発区域面積の３％以上、１箇所300㎡以上であり､かつ、1,000

㎡以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合

は、公園、緑地又は広場) が２箇所以上あること。



第３ 消防の用に供する貯水施設

１ 消防水利

開発区域の消防に必要な水利が十分ではない場合に設置する消防水利は、消防法(昭和２３年

法律第１８６号)第２０条第１項の規定に基づく消防水利の基準（昭和３９年１２月 消防庁告

示第７号）に適合するもののほか、次によるものとする。

（１）消防水利は、表２に基づき設置され、消防活動が容易に行われるものであること。

表２ 消防水利の設置

（２）消火栓は、水道配管口径１５０ミリメートル以上の配管に取り付けられていること。

（３）防火水槽は、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額（昭和２９年５月１０日総理

府告示第４８７号）第３条に定める防火水槽の規格に適合するものであること。

（４）消防水利の設置場所に、消防庁の示す規格に適合する標識が設けられていること。

（５）消防水利は、消火栓のみに偏することがないように考慮すること。

（６）この基準の実施の細部については、大牟田市開発行為に伴う消防水利指導要綱及び大牟

田市消防水利の技術基準によるものとする。

第４ 排水施設

１ 排水計画

（１）開発区域外の排水施設等との接続

開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、開発区域内の

雨水及び汚水（以下「下水」という。）を有効かつ適切に排出できる、開発区域外の下水

道、都市排水路その他の排水施設又は水路及び公共の水域に接続するものとする。ただし、

公共下水道事業区域内においては、下水は公共下水道に接続することを原則とする。

（２）放流先管理者との協議・同意

開発区域内の排水施設を接続する場合は、放流先管理者の同意を得なければならない。

また、必要に応じて水利権者等と協議を行うものとする。

（３）調整池の設置

雨水の排水計画において、放流先の排水能力がないと認められるとき、又はその他市長が

特に必要と認めたときは、放流先管理者の指示に従い放流先の排水施設等を改良しなけれ

ばならない。ただし、放流先の排水施設等の改良が困難な場合は、開発区域内に一時雨水

を貯留する調整池を設けるものとする。

－１３－

用 途 地 域 設 置 半 径

商業地域、近隣商業地域

工業地域、工業専用地域
１００ｍ

その他の用途地域及び

用途地域の定められていない地域
１２０ｍ



２ 計画雨水量、計画汚水量

（１）計画雨水量

ア 計画雨水量は、降雨量と地形から想定されるもので、開発区域内の雨水はもちろん、

周辺の地形の状況から考えて、例えば背後に丘陵地があるなど、当然その区域の雨水を

処理しなければならない場合は、開発区域外の区域も併せて排水面積を検討すること。

イ 計画雨水量の算定は、原則として次式による。

合理式 Ｑ＝１／３６０・Ｃ・Ｉ・Ａ

Ｑ：計画雨水量（ｍ3／s）

Ｃ：流出係数

Ｉ：降雨強度（mm／h）

Ａ：排水面積（ha）

（２）工種別基礎流出係数

流出係数は、表３のとおりとし、排水区域全体を加重平均する。

表３ 工種別基礎流出係数

ただし、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合における開発前

と開発後の流出係数は、表４のとおりとする。

表４ 流出係数

（３）降雨強度

降雨強度は、10年に１回の確率で想定される最大降雨強度以上をとること。降雨強度の

算定方法は原則として次式による。

タルボット式 Ｉ＝５７４３／（ｔ＋３４）

ｔ：流達時間

（４）計画汚水量

汚水については、予定建築物の用途、敷地の規模等から想定される生活又は事業に起因

し、若しくは付随する排水量及び浸入が予想される地下水量から算定したものとする。

－１４－

工 種 別 流 出 係 数 工 種 別 流 出 係 数

屋 根 0.95 公 園 0.30

道 路 0.90 畑・原野 0.60

水 面 1.00 山 地 0.50

間 地 0.30 その他不浸透面 0.85

土地利用状況 流出係数

開 発 前 ０．６

開 発 後 ０．９



３ 調整池

（１）適用範囲

設置基準は、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の規模のものに適用する。

（２）基本的事項

ア 調整池を計画するに当たっては、下記の事項に従いその容量を決定すること。

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合は、開発前と開発後

の流出係数の差分

(イ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合は、ネック箇所にお

ける許容比流量（10年確率）

(ウ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上の場合は、ネック箇所における許容比流量

（30年確率）

なお、開発区域の面積が1.0ヘクタール以上の場合は、福岡県河川課との協議も要

する。

※ネック箇所とは、放流先における排水能力の一番低い場所のことである。

排水能力等については、放流先管理者と協議すること。

(エ) 調整池の容量算定は、簡便法によるものとする。

(オ) 湛水量については、原則として考慮しないものとする。ただし、地域により放流

先管理者と協議しなければならない。

イ 調整池からの放流の方法は、原則として自然流下方式とする。

ウ 宅地分譲等に伴い設置される調整池は、原則として公共施設に準ずるものとし、市に

帰属するものとする。

エ 自己管理の調整池は、維持・管理に関する協定書を締結すること。

オ 調整池は、原則として維持、管理が可能な公道に接すること。

カ 開発区域内の排水については、原則としてすべて調整池に流入するものとする。

ただし、開発区域内の排水の一部が調整池に流入できず、やむを得ず開発区域外への

直接放流となる場合は、直接放流の面積が開発区域の面積の5パーセント以内までとする。

なお、開発区域外への直接放流の面積が、開発区域の面積の5パーセントを超える場合

は、調整池の容量について別途計算するものとする。

キ 調整池のＨＷＬは、流入側溝のふた下面の高さ以下とすること。またＨＨＷＬは、流

入側溝のふた上面（天端）の高さ以下とすること。
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（３）水理計算

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合は、開発前と開発後の

流出係数の差分で行う。

(ア) 開発前の流出量

洪水のピーク流量は合理式により算定することを原則とする。

Ｑｂ＝１／360・ｆｂ・ｒ・A

Ｑｂ：開発前の洪水ピーク流量 （ｍ3/s）

ｆｂ：開発前の流出係数 （0.6）

ｒ ：洪水到達時間（ｔ分）内の平均降雨強度

※10年確率 r10＝5743／（ｔ＋34）（mm/h)

ｔ＝10分とする

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

(イ) 調整池容量

Ｖ＝（ri－rc／2）・60・ti・fa・A・１／360

Ｖ ：必要調整容量 （ｍ3）

ri ：任意降雨継続時間tiに対応する降雨強度

※10年確率 ri＝5743／（ti＋34）（mm/h)

rc ：開発前の洪水時放流量（Ｑｂ）の値に対応する降雨強度

rc＝（360・Ｑｂ）／（fa・A) （mm/h)

ti ：任意の降雨継続時間

※10年確率 ti＝{5743･34/(rc/2)}1/2－34 （min）

fa ：開発後の流出係数 （0.9）

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

イ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合は、ネック箇所におけ

る許容比流量で行う（10年確率）。

(ア) 許容放流量の算定

Ｑｃ＝ｑ・A

Ｑｃ：許容放流量 （ｍ3/s）

ｑ ：許容比流量 （ｍ3/s/ha）

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）
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(イ) 調整池容量

Ｖ＝（ri－rc／2）・60・ti・fa・A・１／360

Ｖ ：必要調整容量 （ｍ3）

ri ：任意降雨継続時間tiに対応する降雨強度

※10年確率 ri＝5743／（ti＋34）（mm/h)

rc ：許容放流量（Ｑｃ）の値に対応する降雨強度

rc＝（360・Ｑｃ）／（fa・A）（mm/h)

ti ：任意の降雨継続時間

※10年確率 ti＝{5743･34/(rc/2)}1/2－34 （min）

fa ：開発後の流出係数

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

ウ 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上の場合は、ネック箇所における許容比流量で行う

（30年確率）。

(ア) 許容放流量の算定

Ｑｃ＝ｑ・A

Ｑｃ：許容放流量 （ｍ3/s）

ｑ ：許容比流量 （ｍ3/s/ha）

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

(イ) 調整池容量

Ｖ＝（ri－rc／2）・60・ti・fa・A・１／360

Ｖ ：必要調整容量 （ｍ3）

ri ：任意降雨継続時間tiに対応する降雨強度

※30年確率 ri＝6840／（ti＋38）（mm/h)

rc ：許容放流量（Ｑｃ）の値に対応する降雨強度

rc＝（360・Ｑｃ）／（fa・A）（mm/h)

ti ：任意の降雨継続時間

※30年確率 ti＝{6840･38/(rc/2)}1/2－38 （min）

fa ：開発後の流出係数

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

エ オリフィスの計算

Ａ0＝Ｑ／{Ｃ･（2・ｇ・Ｈ0）1/2}

Ａ0 ：のみ口断面積（㎡）

Ｑ ：放流管設計流量（ｍ3/s）

Ｃ ：流量係数 （0.6）

ｇ ：重力加速度（9.8 m/s２）

Ｈ0 ：放流管のみ口中心を基準面とする設計水頭（ｍ）
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オ 余水吐の計算

(ア) 設計洪水流量の算出

Ｑ＝１／360・ｆa・ｒ・A

Ｑ ：設計洪水流量（ｍ3/s）

ｆa ：開発後の流出係数

ｒ ：洪水到達時間（ｔ分）内の平均降雨強度

※100年確率 r100＝8038／（ｔ＋42）（mm/h)

ｔ＝10分とする

A ：開発区域面積（集水面積）（ha）

(イ) 余水吐の断面寸法の算出

Ｑ＝Ｃ･Ｌ･Ｈ3/2

Ｑ ：設計洪水流量（ｍ3/s）

Ｃ ：流量係数 （1.8）

Ｌ ：越流幅（ｍ）

Ｈ ：越流頂を基準面とした接近流速を含む全水頭（ｍ）

（４）調整池の構造

詳細は、関係担当課との協議によるが、主な留意点を以下に示す。

ア 堤体及び底版等

(ア) 調整池の堤体及び底版は、コンクリートで保護するものとする。また、擁壁等の

設置については、構造計算を行い堤体の安定を図る構造とすること。

(イ) 底版のこう配は１パーセント以上を標準とする。

（ウ）底版コンクリートを現場打ちする場合は、概ね10メートル間隔で伸縮目地及び止水

板を設置し、コーキング処理を行うこと。

（エ） 堤体を二次製品のＬ型擁壁等で築造する場合、目地はコーキング処理を行うこと。

イ 流入部等

(ア) 調整池の流入部については、ゴムマット等を設置し流入水の飛散を防止すること。

(イ) 流入部から放流先までは低水路（幅350ミリメートル以上）を設置すること。

ウ 放流施設等

(ア) 余水吐を設置すること。

(イ) オリフィスの高さは放流先水路のＨＷＬより高い位置に設置すること。なお、水

路にはＨＷＬの設定が無いため、周辺の農業用井堰などの現地調査を行い、ＨＷＬ

を検討すること。
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エ 防護柵等

(ア) 調整池への進入防止のため防護柵等を設置するものとし、設置高さは調整池外の

計画地盤高より1.8メートル以上確保すること。

(イ) 管理用入口は次の項目について設置すること。

ａ．平常時の維持管理作業上必要な開口幅の門扉

（幅1.8メートル以上、かつ公道に接した箇所とすること）

ｂ．大雨時の放流施設点検作業上必要な門扉

（幅0.9メートル以上、かつ門扉への通路を確保すること）

ｃ．ａの門扉によりｂの作業が可能な場合は、ａの門扉のみの設置で差し支えない。

(ウ) 門扉を設置した箇所には、昇降用のステップ等を設置すること。

(エ) 所定の注意喚起看板を見やすい位置に設置すること。

４ 下水道施設

下水道施設の区域区分（分流式区域、合流式区域）について、関係担当課に事前確認を行

うこと。また、下水道施設の計画、設計、構造及び施工については、大牟田市下水道施設技

術基準に基づき行うこと。
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第５ 擁壁

開発区域内及び開発区域に隣接する区域にある排水施設（水路等）に隣近接してその上部に

新たな擁壁を設置する場合については、原則として下記のとおりとする。なお、不明な点があ

るときは、関係担当課と協議を行うこと。

１ 既設水路がある場合

既設三面張水路構造物底面と新設擁壁の基礎材の角度が３０度以下、かつ３５０mm以上の

根入れになること。

θ≦３５°

２ 素掘水路がある場合

現況水路底の０．５ｍ下方の点と新設擁壁の基礎材の角度が３０度以下、かつ３５０mm以

上の根入れになること。

－２０－



第６ 水道施設

大牟田市水道事業から給水を受ける場合は、次の事項に留意しなければならない。また、

大牟田市水道事業の給水区域外の開発区域に新たに水道を布設する場合に当たっては、関係

課と協議しなければならない。

１ 配水施設設計

（１）配水施設の検討

配水管から給水装置の分岐を検討する場合は、給水装置の設計水量が配水管の水圧、

流速等に影響を及ぼす可能性について検討し、既存配水管の増強、配水管の新設等に

ついて協議しなければならない。

（２）配水管施設設計

既存配水管の増強及び配水管の新設をする場合は、経済的、衛生的かつ構造・材質

等についても法令に基づいて現地に適したものを選定し、流速や水圧が最も適正にな

るように検討を行い、かつ維持管理が容易になるようにしなければならない。使用材

料等については、関係課の指定した規格品又は許可を受けたものを使用し、想定され

る需要に支障を来さないよう水道法（昭和３２年法律第１７７号）及び大牟田市水道

事業給水条例（昭和３５年条例第４号）等、各種法令に従い設置しなければならない。

（３）構造及び材質基準

構造及び材質については、水道法及び大牟田市水道事業給水条例等に関する規定に

よるものとする。

（４）配水管の施工

工事施工については、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者が施工を行うこと。

施工基準等については、大牟田市企業局の「水道工事共通仕様書」を準拠し、施工管

理を行うこと。

２ 給水施設設計

（１）給水施設の検討

給水装置は、経済的、衛生的かつ構造・材質等についても法令に基づいて現地に適

したものを選定し、流速や水圧が最も適正になるように検討を行い、かつ維持管理が

容易になるようにしなければならない。給水方法、管路、管種及び口径の選定に当た

っては、区域内人口、予定建築物の用途を十分考慮しなければならない。使用材料等

は、関係課の指定した規格品又は許可を受けたものを使用し、想定される需要に支障

を来さないよう水道法（昭和３２年法律第１７７号）及び大牟田市水道事業給水条例

（昭和３５年条例第４号）等、各種法令に従い設置しなければならない。
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（２）給水方式

給水方式は、水道法及び大牟田市水道事業給水条例等によるものとする。 また、給

水工事については、事前に所定の計画書を関係課に提出し、協議しなければならない。

（３）構造及び材質基準

構造及び材質については、水道法及び大牟田市水道事業給水条例等に関する規定によ

るものとする。

（４）設計水量

給水装置の設計水量は、１人１日当たり使用水量、単位床面積当たり使用水量及び各

水栓用途別使用水量とその同時使用率を考慮した水量を標準としなければならない。

（５）給水工事の施工

工事はすべて、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者が施工しなければならない。

第７ 清掃施設

１ 集合住宅に設置するごみ集積施設等

（１）設置対象

この基準の対象となる集合住宅は、表５に示すとおりとする。

表５ 基準の対象となる集合住宅

（２）設置する清掃施設

この基準の対象となる集合住宅においては、表６に示すごみ集積施設等の清掃施

設を設置すること。

表６ 集合住宅に設置する清掃施設

注１：中規模集合住宅については、環境部との事前協議により了承が得られた場合、

ごみ集積施設に変わり専用ごみ箱の設置によることも可とする。

－２２－

項目 対象となる集合住宅

大規模集合住宅 ５０戸以上

中規模集合住宅 ２０戸以上５０戸未満

小規模集合住宅 ２０戸未満

項目 設置する清掃施設

大規模集合住宅 ごみ集積施設、リサイクル集積施設

中規模集合住宅 ごみ集積施設 ※注１

小規模集合住宅 ごみ集積施設または専用ごみ箱



（３）清掃施設の構造等に関する基準

この基準の対象となる全てのごみ集積施設及びリサイクル集積施設ならびに専用

ごみ箱の構造、設置場所等の基準は、大牟田市清掃施設設置基準によるものとし、

事前に環境業務課と協議すること。

２ 分譲住宅に設置するリサイクル集積施設

（１）設置対象

この基準の対象となる分譲住宅の規模は、５０戸以上とする。

（２）分譲住宅地における基準

対象となる分譲住宅地においては、リサイクル集積施設を設置すること。

リサイクル集積施設の構造、設置場所等の基準は、大牟田市清掃施設設置基準に

よるものとし、事前に環境業務課と協議すること。

第８ 浄化槽

開発区域内においては、公共下水道事業計画区域外の場合、浄化槽を設置すること。

ア 開発区域内におけるすべての建物に係る計画日平均汚水量が５０立方メートル以上

となる場合は、原則として集合処理浄化槽とすること。

イ その他細部については、大牟田市浄化槽指導要綱によるものとする。

第９ 環境対策

１ 水質

開発区域内において発生する排水は適正に処理し、公共用水域の水質に影響を及ぼさ

ないようにすること。

２ 騒音･振動及び粉じん

開発区域内において発生する騒音･振動及び粉じんに係る苦情がないように十分注意

すること。

３ 自然環境

開発区域内における希少な動植物の生存･生息域については、関係課と協議の上、その

保全に配慮すること。
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第１０ 文化財

開発者は、文化財の保護に十分配慮すること。

ア 開発区域については、遺跡・文化財等に関し事前に十分調査し、重要な文化財に関

する土地、特に埋蔵文化財の多い地域ではできるだけ開発行為を避けるものとする。

イ 文化財が存在する区域を開発する場合は、開発行為の着手前に文化財保護法に定め

る手続のほか、関係担当課と協議の上保存の方法等必要な事項について調整すること。

ウ 開発工事中に遺跡等を発見した場合は、直ちに工事を中止し関係担当課と協議を行

い、遺跡等の保護・保存に努めること。

エ 埋蔵文化財の発掘調査が必要になったときは、開発者がその費用を負担すること。

オ 開発行為の事業推進の各段階における埋蔵文化財の取扱いについては、別紙５を参

照すること。
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別紙５ 開発行為と文化財調査

事業推進の各段階と手順 埋蔵文化財関係の取扱い

－２５－

発 掘 調 査

発掘調査の

通知又は届出

遺物整理

報告書の作成

基本計画策定 埋蔵文化財取扱いの

事前協議と協定

事 前 協 議

開発行為の許可

工 事 着 工

工 事 完 了

土地情報の

収集、土地選定

開発に関する

調査企画

土 地 取 得

宅地開発

基本構想立案

遺跡地図等による

分布状況の把握

現地踏査による

分布状況の把握

試掘・確認調査による

遺跡範囲確認調査

（世界遺産・文化財室）



Ⅳ 大牟田市公共施設等引継要領

（開発行為指導要綱第１０条、第１１条関係）

第１ 公共施設等の工事完了検査

公共施設等の工事が完了したときは、公共施設等の工事完了届出書（様式３）を建築住宅課

に提出し、完了検査を受けなければならない。なお、工事完了届出書を提出する前に、帰属す

ることとなる土地の所有権以外の権利を抹消し、公共施設の用途ごとに分筆登記を行い、地目

を変更しておくこと。

建築住宅課へ工事完了届出書を提出する際、正当な理由もなく帰属手続に必要な書類等（登

記嘱託書（案）、登記原因証明情報、登記承諾書及び印鑑証明書）を提出しない場合は、工事

完了届出書の受付を保留する場合がある。なお、工事完了届出書の添付書類の提出部数は、あ

らかじめ建築住宅課に確認すること。

第２ 公共施設等の工事完了検査済通知書の交付

検査に合格したときは、建築住宅課より公共施設等の工事完了検査済通知書（様式４）を交

付する。検査済通知書は、公共施設等の帰属手続に必要であるので、大事に保管しておくこと。

第３ 公共施設等の帰属手続

検査済通知書の交付を受けたときは、速やかに公共施設等の帰属申請書（様式５）を建築住

宅課に提出すること。ただし、消防本部予防課及び企業局上水道工務課へは直接提出すること。

第４ 境界の明示

工事完了後の確定測量を行う際は、公共施設等の構造物が、帰属地の境界線上に適正に納ま

っているか確認した上で、永久杭等で境界を明示し、確定図を作成すること。

第５ 公共施設等のかし担保期間

市に帰属する公共施設等について、かしがある時は、そのかしを補修しなければならない。

またその期間は、大牟田市工事請負契約約款に準じ、完了公告の翌日から２年間とする。

ただし、そのかしが故意又は重大な過失により生じた場合には、その期間を１０年とする。

第６ 工事完了及び公共施設等の引継ぎ（帰属等）の流れ

別紙６のとおり。
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様式３

－２７－

公 共 施 設 等 の 工 事 完 了 届 出 書

令和 年 月 日

大 牟 田 市 長 殿

届 出 者 住 所

氏 名

下記の開発行為に係る公共施設等の工事が完了したので、大牟田市開発行為指導要綱第１０条

第１項の規定により、届け出ます。

記

開 発 区 域 の 名 称 大牟田市

開 発 区 域 の 面 積 ㎡

許 可 番 号 年 月 日 第 号

工 事 完 了 年 月 日 年 月 日

工 事 を 完 了 し た

公 共 施 設 等

添付図書

１）付近見取図 ８）土地登記事項証明書 受 付

２）公図 ９）登記嘱託書（案）

３）法第３２条第２項協議書（写） 10）登記原因証明情報

４）完成平面図 11）登記承諾書

５）確定測量図 (求積表含む) 12）印鑑証明書

６）完成写真 13）代表者事項証明書

７）工程写真 14）その他市長が指示するもの



様式４

－２８－

公共施設等の工事完了検査済通知書

建 第 号

令 和 年 月 日

届 出 者 様

大牟田市長 印

下記の開発行為に係る公共施設等の工事完了検査が済みましたので、大牟田市開発行為指導

要綱第１０条第２項の規定により、通知します。

記

開 発 区 域 の 名 称 大牟田市

開 発 区 域 の 面 積 ㎡

工事完了確認年月日 年 月 日

工 事 を 完 了 し た

公 共 施 設 等



様式５

－２９－

公 共 施 設 等 の 帰 属 申 請 書

令 和 年 月 日

大 牟 田 市 長 殿

申 請 者 住 所

氏 名

下記の開発行為に係る公共施設等を帰属したいので、大牟田市開発行為指導要綱第11条の規定

により、関係図書を添えて申請します。

記

開 発 区 域 の 名 称 大牟田市

開 発 区 域 の 面 積 ㎡

帰 属 を 行 う

公 共 施 設 等

添付図書 受 付

１）付近見取図 ５）確定測量図 (求積表含む)

２）公図 ６）公共施設の工事完了検査済通知書（写）

３）法第３２条第２項 ７）その他市長が指示するもの

協議書（写）

４）完成平面図

※添付図書の１～５の部数は、帰属を行う公共施設の数×３＋１部です。



開発行為の工事完了届出

書

（県様式第１６号）

別紙６ 工事完了及び公共施設等の引継手続き（帰属等）の流れ

市から県へ報告書

－３０－

公共施設等の工事完了

公共施設等の完了検査

（市 の 検 査 ）

工 事 完 了 公 告

所有権移転登記

開発行為の工事完了

開発行為の完了検査

（県 の 検 査 ）

公共施設等の帰属申請書

（市様式５）

公共施設等の工事完了届出書

（市様式３）

公共施設等の工事完了検査済通知書

（市様式４）


